
①令和２年１月31日（金）
②令和２年２月１日（土）

高石市土木部事業推進室

大阪府高石市

・出典：国土地理院撮影の空中写真（全国最新写真(シームレス)）
・地理院空中写真に事業認可区域を追記して掲載



大阪府高石市蓮池公園事業認可説明会

 本日の次第

　１．事業の概要

　２．整備方針について

　３．事業認可について

　４．用地買収について
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大阪府高石市１．事業の概要

１．事業の概要
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蓮池公園

大阪府高石市

高砂公園

・都市計画公園の変更（Ｈ２８年１２月１２日）

市役所

・利用者の利便性や防災面
等を鑑み、高砂公園のス
ポーツ・レクリエーション
機能を内陸部へ移転

・津波の影響を受けない内
陸部に、防災機能を備えた
新たな公園を整備

鴨公園（広域避難場所）を
補完する公園として、
蓮池公園を整備・拡充
（1.7ha ⇒ 4.0ha）

■都市計画の変更

１．事業の概要
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蓮池公園

大阪府高石市

高砂公園

・都市計画公園の変更（Ｈ２８年１２月１２日）

市役所

・利用者の利便性や防災面
等を鑑み、高砂公園のス
ポーツ・レクリエーション
機能を内陸部へ移転

・津波の影響を受けない内
陸部に、防災機能を備えた
新たな公園を整備

鴨公園（広域避難場所）を
補完する公園として、
蓮池公園を整備・拡充
（1.7ha ⇒ 4.0ha）

■都市計画の変更

１．事業の概要
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鴨公園



大阪府高石市

◇都市計画事業の種類及び名称

  南部大阪都市計画公園事業 ４･４･225-３号 蓮池公園

・施　　行　　者：高石市

・事業認可取得日：令和元年12月18日

・事 業 認 可 面 積：４.０ha

・事  業  箇  所：高石市取石７丁目

・事  業  期  間：令和元年12月18日～令和９年３月31日

■事業概要

１．事業の概要

（８年間：令和元年度～令和８年度）
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大阪府高石市１．事業の概要

府
道
大
阪
和
泉
泉
南
線

事業認可区域

鳳高校
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事業認可区域

事業認可取得

令和元年12月18日
大阪府告示第1332号

事業認可面積 4.0ha



大阪府高石市

事業認可区域

１．事業の概要

8・出典：国土地理院撮影の空中写真（全国最新写真(シームレス)）
・地理院空中写真に事業認可区域及び道路名、施設名を追記して掲載

事業認可区域

府
道
大
阪
和
泉
泉
南
線

府
道
取
石
舞
線

府営取石住宅

鳳高校

事業認可取得

令和元年12月18日
大阪府告示第1332号

事業認可面積 4.0ha



大阪府高石市２．整備方針について

２．整備方針について

9



大阪府高石市

◎防災公園としての役割
災害対策基本法の規定に基づき、地域防災計画を策定

◆高石市地域防災計画
　平成30年２月　鴨公園を補完する防災拠点として蓮池公園を
　整備・拡充することを位置づけ

◎都市部におけるみどりの役割

人口が集中する内陸部の「みどり」のまちづくりが重要

◆高石市みどりの基本計画
　平成29年２月　内陸部の「みどり」の充実を図るため、蓮池
　公園の整備を位置づけ

２．整備方針について

■蓮池公園の位置づけ
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大阪府高石市

～蓮池公園の整備コンセプト～

基本理念
～市民の健康づくりと安全・安心を支えるやすらぎ空間の創出～

　・高砂公園の代替施設となるスポーツレクリエーション機能整備

　・広域緊急交通路へのアクセスを活かした防災拠点の形成

基本方針

○様々な楽しみ・憩い・集いができる身近なスポーツレクリエーションの
 場の創出 
◯花の見所や周辺の田園環境との連続性に配慮した水と緑の骨格の形成 
◯幹線道路に隣接したオープンスペースを活かした防災拠点の形成 

２．整備方針について
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大阪府高石市

導入する機能

■平常時の機能
◯ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ ： 野球場・多目的広場
◯遊 び・賑 わ い ： 遊具、イベント・交流の場となる広場
◯散 策・憩 い　  ： 回遊できる園路、花の見所、成熟した樹林地

■災害時の機能
◯避　　　難 ： 市内の標高が高いエリアにおける避難場所
◯資機材等集積・仕分場 ： 広域緊急交通路と接続するｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ
◯輸送・救護 ： 中型ヘリの発着が可能な臨時ヘリポート
◯復旧復興活動拠点 ： 配水・配給ｽﾍﾟｰｽ、災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動拠点
◯仮設住宅建設用地 ： 仮設住宅の建設地として野球場や広場を活用

２．整備方針について
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大阪府高石市

■通常時と災害時の公園利用の考え方

【平常時のゾーニング】

  ①ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝゾーン

  ②交流ゾーン

  ③アクティブプレイゾーン

  ④休憩・遊びゾーン

  ⑤はなみどりゾーン

  ⑥駐車場ゾーン

２．整備方針について
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大阪府高石市

【災害時のゾーニング】

  ①避難場所

  ②資機材等集積・仕分場

  ③輸送・救護ｽﾍﾟｰｽ

  ④配水・配給ｽﾍﾟｰｽ

  ⑤災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動拠点

  ⑥仮設住宅建設地
　　※避難場所の一部を活用

■通常時と災害時の公園利用の考え方

２．整備方針について
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大阪府高石市２．整備方針について

15

○駐車場
公園利用者用駐車場を50台程
度を確保。

○公園管理棟
トイレや倉庫等を併設した公
園管理施設。災害時の仮設ト
イレや耐震性貯水槽等の施設
を備えた防災拠点とする。

○ｱｸﾃｨﾌﾞｽﾎﾟｰﾂ広場
ストリートスポーツやアスレ
チックなどの遊びの場を提供。
地下部には雨水貯留施設を整備
し大雨時の流出抑制を図る。

○野球場
少年野球（硬式、軟式）に対応
する球場。バックネット、防球
フェンス、ベンチを配置する。

○多目的広場
イベントや各種スポーツの利用
に供する平坦な広場。災害時に
は避難エリアやヘリポートとし
て活用。

○桜の園
春先の花木の魅力づくりと広場
を見下ろす夏場の木陰を提供す
る緩傾斜地。

○土の広場
あずまややベンチを配置した憩
いのエリア。イベント時には、
臨時駐車場としての活用を想定。

公園の主な施設配置(案)



大阪府高石市

全体計画工程表

業務 Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 備考

(地籍調査) 国土調査法に
基づく調査

設計業務

用地買収
物件補償

造成工事

施設整備

２．整備方針について

令和９年度
開設予定
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大阪府高石市３．事業認可について

３．事業認可について
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大阪府高石市

◆事業認可により発生する効力

①建築等の制限（都市計画法第65条）
　⇒土地の形質変更、建物・工作物の建築、物件の設置
　　に制限

②土地建物等の先買い権（都市計画法第67条）
　⇒有償で土地、建物の取引をする場合は高石市に届出
　　が必要

③土地収用法の適用（都市計画法第69､70条）

３．事業認可について
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大阪府高石市

◆事業認可により発生する効力①

①建築等の制限（都市計画法第65条）
　事業認可区域で次のことを行う場合は、許可が必要に
なります。

　・土地の形質変更

　・建築物の建築や工作物の建設

　・移動の容易でない物件の設置や堆積

これらの許可は、高石市の所管となっています。

３．事業認可について
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大阪府高石市

◆事業認可により発生する効力②

②土地建物等の先買い権（都市計画法第67条）
　事業認可区域の土地建物を有償で譲り渡す場合は、次
の事項を高石市に届け出る必要があります。

高石市は、届出から30日以内に買い取る旨を通知した場
合、その土地建物を先買いすることができ、届出者は高
石市が先買いしない場合に限り、売ることが出来ます。

　・当該土地建物
　・予定対価の額
　・買い主
　・その他国土交通省令で定める事項

３．事業認可について
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大阪府高石市

◆事業認可により発生する効力③

③土地収用法の適用（都市計画法第69､70条）

　事業認可の告示により、土地収用法に基づく収用権が
付与されます。

※ただし、本事業の用地買収は話し合いによって土地を
　お譲りいただくことを基本に進めてまいります。

３．事業認可について
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大阪府高石市

◆事業認可告示看板設置箇所
　事業の施行を広く周知するため、現地に告示看板を設置します。

３．事業認可について

凡　例

　　：設置予定箇所

22
・出典：国土地理院地図（タイル）（標準地図）
・地理院地図に告示看板設置位置を追記して掲載



大阪府高石市

◆告示看板の内容

３．事業認可について
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大阪府高石市４．用地買収について

４．用地買収について
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大阪府高石市

■用地買収の流れ

※別途、地籍調査事業により実施中

事
業
内
容
の
説
明

用 

地 

確 

定

（
地
積
測
量
図
の
作
成
）

建
物
等
の
物
件
調
査

土
地
買
収
価
格
及
び

補
償
金
額
の
算
定

交 

渉 

と 
契 
約

所
有
権
移
転
登
記

及
び
支
払
い

建 

物 

等 

の

移 

転
・
撤 

去

工 

事 

着 

手

供
用
の
開
始(

開
設)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

４．用地買収について
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大阪府高石市

①事業内容の説明

　権利者のみなさまに、事業の目的や事業計画の内
容、工程及び用地買収や、事業地にかかる法令上の
各種制限についてご説明をいたします。

事
業
内
容
の
説
明

用 
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定

（
地
積
測
量
図
の
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）

建
物
等
の
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の
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・
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手

供
用
の
開
始(

開
設)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

４．用地買収について
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大阪府高石市

②用地確定（地積測量図の作成）
　地籍調査事業において、みなさまに現地での立ち
会いにご協力いただき、順次地籍を確認しておりま
す。買収させていただく区域や面積が確定した土地
について地積測量図を作成いたします。

事
業
内
容
の
説
明
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

４．用地買収について
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大阪府高石市

③建物等の物件調査

　建物や工作物などの移転や撤去に伴う補償内容を、
適正に算定するために調査いたします。

事
業
内
容
の
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明
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

４．用地買収について
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大阪府高石市

④土地買収価格及び補償金額の算定

　土地買収価格や建物等の移転・撤去に伴う費用等
について「公共用地の取得に伴う損失補償基準」に
基づき算定します。

事
業
内
容
の
説
明

用 

地 

確 

定

（
地
積
測
量
図
の
作
成
）

建
物
等
の
物
件
調
査

土
地
買
収
価
格
及
び

補
償
金
額
の
算
定

交 
渉 
と 

契 

約

所
有
権
移
転
登
記

及
び
支
払
い

建 

物 

等 

の

移 

転
・
撤 

去

工 

事 

着 

手

供
用
の
開
始(

開
設)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

４．用地買収について
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大阪府高石市

⑤交渉と契約

　算定した土地買収価格や補償金額に基づき個別に
交渉をさせていただき、協議が整いましたら売買契
約及び補償契約を締結します。
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

４．用地買収について
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大阪府高石市

⑥所有権移転登記及び支払い

　契約締結後に、所有権移転登記を行います。補償
金等は、契約締結後に内金、建物移転・撤去完了後
に残金をお支払いします。
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

４．用地買収について
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大阪府高石市

⑦建物等の移転・撤去

　お譲りいただく土地にある建物等の物件を、所有
者において移転・撤去していただき、移転等が完了
したことを確認して土地の引渡しとなります。
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

４．用地買収について
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大阪府高石市

※土地売買代金・補償金に対する課税

●課税の特例（租税特別措置法第33条等）

　認可された事業にご協力いただいた場合には、
以下のような課税の特例が受けられます。

　・譲渡所得の特別控除の特例
　・代替資産を取得した場合の特例

　ただし、課税の特例には要件がございます。

４．用地買収について
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大阪府高石市

⑧工事着手

　用地のご協力をいただけましたら、順次、工事に
着手します。土地造成などの基盤整備後、施設の整
備を行い、公園の完成を目指します。
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４．用地買収について
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大阪府高石市

⑨供用の開始（開設）
　多くのみなさまのご理解とご協力により事業が完
了すると、関係法令等の手続きを行い、新たな都市
公園として一般に供用を開始します。市民共有の財
産として次の世代へと引き継いでいきます。
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業
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明
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図
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

４．用地買収について
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大阪府高石市蓮池公園事業認可説明会

ご清聴ありがとうございました。

都市計画公園蓮池公園の整備に、
ご理解、ご協力を賜りますよう、
よろしくお願いいたします。

高石市 土木部 事業推進室
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